
議案第１４号 

   大口町いじめの防止等に関する条例の制定について 

 大口町いじめの防止等に関する条例を別紙のように定めるものとする。 

  平成２７年３月４日提出 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、大口町の児童生徒のいじめの防止等に係る基本理念及び

責務を明らかにし、いじめの防止等及び解決を図るための基本的事項を定めるため、

この条例を制定するため必要があるからである。 



   大口町いじめの防止等に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」

という。）の趣旨を踏まえ、児童生徒のいじめの防止等に係る基本理念及び責務

を明らかにし、いじめの防止等及び解決を図るための基本的事項を定めるところ

により、児童生徒が安心して生活し、健やかに成長することができる環境づくり

に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (1) いじめ 児童生徒と一定の人的関係にある者が行う心理的又は物理的な影響

を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって当該

行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 (2) いじめの防止等 いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめに対する

措置をいう。 

 (3) 児童生徒 次号に規定する町立学校に通学する児童及び生徒をいう。 

 (4) 町立学校 大口町町立学校設置条例（昭和３９年大口町条例第７号）第２条

第２項の別表に掲げる小学校及び中学校をいう。 

 (5) 保護者 児童生徒に対し親権を有する者（親権を行う者のいないときは、未

成年後見人）をいう。 

 (6) 住民等 本町の区域内に居住し、又は通勤若しくは通学する者並びに本町の

区域内で事業活動を行う個人、団体及び法人をいう。 

 (7) 関係機関等 警察署、児童相談所、法務局その他子供のいじめの問題に関係

する機関及び団体をいう。 

 (8) 重大事態 法第２８条第１項に規定する重大事態をいう。 

 （基本理念） 

第３条 いじめは、児童生徒の心身の健全な発達に深刻な影響を及ぼす許されない

- 1 -



行為であり、児童生徒の人権に関わる重大な問題であることから、町、町立学校、

保護者、住民等及び関係機関等は、児童生徒が安心して生活し、健やかに成長す

ることができる環境づくりの実現のため、それぞれの責務を自覚し、主体的かつ

互いに連携及び協力して、いじめの防止等に努めなければならない。 

 （町の責務） 

第４条 町は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、児童生

徒のいじめの防止等を図るための必要な体制を整備するとともに、必要な施策を

講じなければならない。 

 （町立学校の責務） 

第５条 町立学校は、基本理念にのっとり、児童生徒のいじめの防止等に取り組む

とともに、いじめを把握した場合は、その解決に向け速やかに対策を講じなけれ

ばならない。 

 （保護者の責務） 

第６条 保護者は、基本理念にのっとり、子の教育について第一義的責任があるこ

とを認識し、児童生徒に対し、いじめは許されない行為であることを理解させる

よう努めるものとする。 

 （住民等の責務） 

第７条 住民等は、基本理念にのっとり、児童生徒に対する見守りを行い、児童生

徒が安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めるものとする。 

２ 住民等は、いじめを受けた児童生徒を発見したとき、又は児童生徒がいじめを

受けていると思われるときは、速やかにこれを当該児童生徒が在籍する町立学校、

町又は関係機関等に通報するよう努めるものとする。 

 （いじめ防止等の措置） 

第８条 町は、いじめの防止等のための対策を推進するため必要な措置を講じるよ

う努めなければならない。 

 （町いじめ防止基本方針） 

第９条 町は、法第１２条の規定により、大口町いじめ防止基本方針（以下「町基

本方針」という。）を策定するとともに必要に応じて見直しを行うものとする。 
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２ 町は、町基本方針の策定又は見直しを行ったときは、これを公表するものとす

る。 

 （町立学校いじめ防止基本方針） 

第１０条 町立学校は、法第１３条の規定により、町立学校いじめ防止基本方針（以

下「学校基本方針」という。）を策定するとともに必要に応じて見直しを行うも

のとする。 

２ 町立学校は、学校基本方針の策定又は見直しを行ったときは、これを公表する

ものとする。 

 （いじめ問題対策連絡協議会） 

第１１条 町は、関係機関等の連携を図るため、大口町いじめ問題対策連絡協議会

（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。 

 （いじめ問題対策委員会） 

第１２条 教育委員会は、いじめの防止等のための対策を実行的に行い、重大事態

に対処し、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うため、大

口町いじめ問題対策委員会（以下「対策委員会」という。）を置く。 

２ 対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。 

 （いじめ問題調査委員会） 

第１３条 町は、法第３０条第２項の規定による調査を行うため、町長の附属機関

として、大口町いじめ問題調査委員会（以下「調査委員会」という。）を置く。 

２ 調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。 

 （個人情報に対する取扱い） 

第１４条 町は、この条例の施行に当たって知り得た個人情報の保護及び取扱いに

万全を期するものとし、当該個人情報をいじめの防止等に関する業務の遂行以外

に用いてはならない。 

２ いじめに関する通報、相談等に関係したものは、正当な理由なく、その際に知

り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。 

 （町立学校以外の学校への協力要請） 
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第１５条 町は、町立学校を除く学校の設置者又は管理者に対し、いじめの防止等

について必要な協力を求めることができる。 

２ 対策委員会及び調査委員会は、町立学校を除く学校の設置者又は管理者に対し、

対策委員会及び調査委員会が行う調査について、協力を求めることができる。 

 （委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町

長及び教育委員会が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３

６年大口村条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  別表教育委員会委員の項の次に次のように加える。 

いじめ問題対策連絡協議会委員 １回 ５，９００円 〃 

いじめ問題対策委員会委員 １回 ５，９００円 〃 

いじめ問題調査委員会委員 １回 ５，９００円 〃 
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制 定 要 旨 

１ 条例の趣旨 

  いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、本町の児童生徒のいじめの防止等（い

じめの防止、いじめの早期発見、いじめへの措置）にかかる基本理念及び責務を

明らかにし、いじめの防止等及び解決を図るための基本的事項を定めること目的

として、【大口町いじめの防止等に関する条例】を制定するものです。 

２ 条例の概要 

  本町の条例の中では、次の事項について規定します。 

  (1) 基本理念及び町・学校・保護者等の責務 

  (2) 大口町いじめ防止基本方針の策定 

  (3) 大口町立学校いじめ防止基本方針の策定 

  (4) いじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題対策委員会及びいじめ問題調査委

員会の設置 

   ア いじめ問題対策連絡協議会 

 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図

るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、

法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成される

いじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。（法第１４条第１項）

    ○町基本方針に基づくいじめ防止等に関する取組の点検 

    ○関係機関等との連携及び地域の協力体制の検討 など 

    ○協議会委員は、教育委員、小中学校教職員、主任児童委員法務局職員な

どを予定。（人数は、１５人以内） 

   イ いじめ問題対策委員会 

 前２項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との

円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじ

めの防止等のための対策を実行的に行うようにするため必要があるとき

は、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができる。（法

- 5 -



第１４条第３項） 

「第２８条に規定する重大事態に係る調査を学校の設置者として教育委

員会が行う場合、この附属機関を、調査を行う組織とすることが望まし

い。」 ※文部科学省初等中等教育局児童生徒課 資料より 

    ○法第２８条第１項による重大事態に係る事実関係を明確にするための調

査を行います。 

重大事態の意味 

ア）「生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑い」 

  ○ 児童生徒が自殺を企図した場合 

  ○ 身体に重大な障害を負った場合 

  ○ 金品等に重大な被害を被った場合 

  ○ 精神性の疾患を発症した場合   など 

イ）「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」 

  年間３０日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合など

は、迅速に調査に着手。 

    ○対策委員は、顧問弁護士、警察ＯＢ、教師ＯＢ、主任児童委員や心理士

などの中から委嘱することを想定しています。（人数は、５人以内） 

   ウ いじめ問題調査委員会 

第３０条 地方公共団体が設置する学校は、第２８条第１項各号に掲げ

る場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発

生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係

る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止の

ため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方

法により、第２８条第１項の規定による調査の結果について調査を行

うことができる。 

３ 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その

結果を議会に報告しなければならない。 

    ○町長部局において設置する附属機関 

    ○調査委員は、教育委員会が設置する附属機関（いじめ問題対策委員会）

と似たような構成となることを想定していますが、構成員となる個人が

互いに重複しないように委嘱します。 
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３ 施行年月日 

平成２７年４月１日から施行します。 
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～～重大事態対応フロー図～～

小 中 学 校

例えば、、、

○児童生徒が自殺を企図

○身体に重大な傷害を負った

○金品等に重大な被害被った

○精神性の疾患を発症した など
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【いじめ問題対策委員会】

※ 設置者による調査に当たっては、法第１４条第３項の教育委員会に設置される附属機

関を、調査を行うための組織とすることが望ましい。（文部科学省）
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